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地球温暖化時代の
環境情報開示で求められるもの

１．カーボン債務を把握する

2．環境ビジネスの商機に資する

3. 低炭素スマートものづくりを促す



「低炭素時代」の企業価値

環境債務（Environmental Liability)

企業がその活動によって、周辺環境に対して何ら
かの影響を及ぼしているか、あるいは将来及ぼ
しそうな、損失、費用、負荷。

影響量の把握⇒金額としての把握

金銭的な債務として把握することで、真の企業価
値を明確化←（外部費用の内部化）

金銭把握可能なものと、そうではないもの仕分け
が必要



カーボン債務
（Carbon Liability)

▽マクロの定義：各主体が経済社会活動に
伴って地球に対して削減義務を負う負債

▽ミクロの定義：そうした国際的債務を分担す
るため、各国が責務達成のために実施する
個別排出規制に対して、各排出源が負う負
債



一般的環境債務とカーボン債務の違い

主体⇒企業vs.すべての経済主体

負担の程度⇒環境基準vs.規制枠組みにより

異なる（国ごと）

対象⇒そのものによる汚染vs.資産価値、市

場価値にも影響

把握⇒比較的容易vs.複雑

規制リスク、物理リスク、市場リスク



Universal Ownership  (UNEPFI+PRI)



地域別のカーボン債務



5 大産業部門の環境コスト



カーボン債務の推計（BP,shell：ｂｙＷＷＦ)



カーボン債務の推計

CL=∑（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×ｐ

Ａ（毎年のカーボン排出量（割当）の推計×排出規
制の変化予測）

Ｂ（固定資産価値×気候変動による推計減損率）

Ｃ（流動資産価値×低炭素型でない商品・サービ
スの減価率）

P（カーボン市場価格）



カーボン債務対応で生まれる
3つのビジネスチャンス

規制リスク：カーボンクレジットビジネス、革新的
R&D(低カーボン技術開発）

物理リスク：分散化、地域活性化、新インフラ整備（国
内、グローバル両方）

市場リスク：外部費用内部化された商品・サービス、過
度な価格競争の排除、地産地消ビジネス



環境ビジネスの商機に資する



環境金融の「商機」はどこに







低炭素型スマートものづくりを促す
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低炭素型スマートものづくりと「情報開示」の位置づけ

17

•日本のものづくり分野の強みを活かして課題を克服し、低炭素型ものづくりを実現するために必要な
仕組みや取組を集約。

•「低炭素型スマートものづくり立国」のコンセプトを提案。軸に金融の高度化を促す情報開示

強み 課題

供給側のイノベーション

需要側の変革

基盤整備

人材育成

低炭素型スマートものづくり立国
を提案

低炭素型ものづくりを構築実現する
ために必要な仕組み・取組

グローバルな競争を勝ち抜くための人材・
組織の改革など企業の環境経営マネジメン
ト力を高める取組

業種ごとの特性に配慮しつつ、企業の環境
配慮に向けた努力が報われる仕組み

低炭素化に向けた投資や消費を後押
しする金融システムと情報開示の構
築

企業の取組だけではなく、消費者の意識を
高めて需要を創出する取組や仕組み

個別の企業の取組に加えて、多様な主体の
連携・協力による全体最適化


